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税制改革に関するアンケート調査結果

今後、税制の抜本改革が検討されます。税制改革を行うに当たり、課税原則（公平・中立・

簡素）に加えて、特に重視する点はどれですか。

■� 社会保障制度の安定財源の確保など国民の安

心を支える税制

■� 経済・社会・地域の活力を高めるための税制

■� 国民・納税者の信頼を得る公正な税制

■� その他

法人会では、法人税制について持続的な経済の成長と企業の活性化を図る観点から以下の

ような改正を求めています。この中で重点的に要望する事項はどれですか。

２項目お選びください。

■� 法人税率（軽減税率を含む）の引き

下げ

■� 法人事業税・法人住民税の見直し

■� 役員給与の見直し

■� 特殊支配同族会社に対する役員給与

の損金算入制限の廃止

■� 交際費課税の緩和・廃止

■� 特定同族会社の留保金課税の廃止

■� 研究・投資減税の拡充

■� その他

対 象 会

提 出 会

提出割合

回答者数５，１０８名

（但し、問いに対して無回答もあるため、数字は一致しない）

４４２会

４４１会

９９．８％

■■�
1,865人
35.9％

■■�
624人
6.2％■■�

643人
6.4％

■■�
1,997人
38.5％

■■�
1,268人
24.4％

■■�
1,075人
10.7％

■■�
62人
1.2％

■■�
1,178人
11.7％

■■�
3,468人
34.6％

■■�
2,428人
24.2％■■�

567人
5.7％

■■�
50人
0.5％
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昨年、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が成立し、平成２１年度税制
改正で取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度が創設されます。

（１）このことについて、どのように評価されますか。

■� 抜本的な改正であり、大いに評価する

■� 評価するが、要件等が厳しいので緩和すべき
である

■� 評価できない

■� よくわからない

■� その他

（２）制度の適用を受けるためには、一定の要件を満たす必要がありますが、以下の要件のうち、
見直すべき事項はありますか。（複数回答可）

■� 対象企業は中小企業基本法で定める中小企業
であること

■� 後継者は先代経営者の親族であること

■� 後継者は同族関係者と合わせて発行済株式の
過半数を保有し、かつ同族内で筆頭株主であ
ること

■� 雇用の８割以上を５年間維持すること

■� 資産管理会社等は除外されていること

■� 原則として、死亡時まで株式を保有しないと
猶予税額が免除されないこと

■� 特例適用株式の全てを担保に供さなければな
らないこと

■� 特に見直す必要はない

■	 その他

（３）今後、事業承継をする場合、この制度を活用したいと思いますか。

■� この制度を積極的に活用したいと思う

■� 要件が厳しく活用が難しいと思う

■� よくわからない

■� その他

■■�
771人
14.9％

■■�
972人
18.7％

■■�
3,136人
60.5％

■■�
265人
5.1％

■■�
43人
0.8％

■■�
1,170人
10.5％

■■�
2,149人
19.3％

■■�
2,154人
19.3％

■■�
615人
5.5％

■■�
1,222人
11.0％ ■■�

1,516人
13.6％

■■�
1,872人
16.8％

■■	
124人
1.1％

■■�
323人
2.9％

■■�
1,350人
26.2％

■■�
2,267人
44.1％

■■�
1,376人
26.7％

■■�
152人
3.0％
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相続税制については、現行方式である法定相続分
課税方式から遺産取得課税方式に改めることとさ
れ、平成２１年度税制改正では見送りとなったも

のの、今後検討が行われる見込みです。このことについて、
どのように考えますか。

■� 遺産取得課税方式に改めることに賛成である

■� 現行方式を維持すべきである

■� よくわからない

■� その他

納税者番号制度の是非について政府で議論されて
います。納税者番号制度は所得の捕捉、負担の公
平化、税務行政の効率化に役立つ一方、プライバ

シーの侵害や制度にかかるコストの問題等が指摘されて
います。このことについて、どのようにお考えですか。

■� 納税者番号制度を導入すべきである

■� 納税者番号制度は導入すべきでない

■� その他

消費税については、財政の現状や増大する社会保
障給付費を考慮すると、安定的な財源確保が不可
欠であるとして、政府で増税の議論が行われてい

ます。このことについて、どのようにお考えですか。

■� できるだけ早期に増税すべきである

■� 当面、増税は避けるべきである

■� 将来にわたって増税は避けるべきである

■� その他

地方分権を推進するため、地方分権改革推進委員
会は新分権一括法案の提出に向けて検討を進めて
います。その中で、今後道州制の導入に向けて「道

州制ビジョン」を策定し、国民的議論を深めることとし
ています。道州制の導入についてどうお考えですか。

■� 道州制を導入すべきである

■� 道州制は導入すべきでない

■� 具体的内容が出ていないのでよくわからない

■� その他

■■�
1,998人
38.9％

■■�
1,329人
25.9％

■■�
1,724人
33.5％

■■�
89人
1.7％

■■�
3,449人
67.0％

■■�
1,508人
29.3％

■■�
192人
3.7％

■■�
1,077人
20.8％

■■�
3,239人
62.6％

■■�
463人
9.0％

■■�
392人
7.6％

■■�
1,847人
35.8％

■■�
596人
11.6％

■■�
2,624人
50.8％

■■�
94人
1.8％
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